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  （趣 旨） 

第１条 この条例は、産業教育振興法（昭和２６年法律第２２８号。以下「法」とい

う。）に基づき、愛知県産業教育審議会の設置並びに委員の定数及び費用弁償に関し必

要な事項を定めるものとする。 

  （設 置） 

 第２条 法第１１条の規定に基づき、愛知県産業教育審議会を置く。 

  （定 数） 

 第３条 委員の定数は、２０人とする。 

  （費用弁償） 

 第４条 委員がその職務を行うため旅行したときは、職員等の旅費に関する条例 

  （昭和２９年愛知県条例第１号）による一般職員相当額の費用弁償を支給する。 
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